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通院医療費公費負担制度から
⾃⽴⽀援医療 (精神通院医療)

 昭和40年、精神衛⽣法の改正 によって創設され、翌年よりスタート

通常の保険診療は、医療費の30%は自己負担

この制度を利⽤すると5%、残り25%を公費負担

平成7年、地⽅公共団体によっては残りの5%も公⾦で負担、実質無料

平成14年4月1⽇より、申請による事務⼿続きが市町村に変更

平成18年4⽉、廃⽌。⾃⽴⽀援法に移⾏

通院医療費公費負担制度通院医療費公費負担制度

⾃⽴⽀援医療(精神通院医療)
障害者⾃⽴⽀援法第5条

⾃⽴⽀援医療(精神通院医療)
障害者⾃⽴⽀援法第5条

精神保健福祉法第32条

障害者総合支援法障害者総合支援法

平成25年4⽉施⾏

医療費と所得の双⽅に着⽬した負担



ライシャワー事件

1910年（明治43年）キリスト教の宣教師，東京⼥⼦⼤学創⽴にも関わったオーガスト・
カール・ライシャワーの次男として，東京都港区⽩⾦台の明治学院内宣教師住宅で出⽣

昭和31年，松⽅ハル (松方正義の孫)と再婚

1961年（昭和36年）〜1966年（昭和41年）まで、ジョン・F・ケネディ⼤統領の要請で駐⽇ア
メリカ合衆国大使

「⽇本⽣まれのアメリカ⼤使」として⽇本⼈の妻とともに⽇本国⺠から⼈気を博す

精神衛⽣法改正や輸⾎⽤⾎液の売⾎廃⽌等，⽇本の医療制度に⼤きな影響精神衛⽣法改正や輸⾎⽤⾎液の売⾎廃⽌等，⽇本の医療制度に⼤きな影響

Edwin Old father Reischauer 1910- 1990年

 昭和39年（1964）3月24日に アメリカ大使館門前でライシャワー大使は、統合失調症患
者にナイフで右⼤腿を刺され重傷を負う

 ⻁の⾨病院で外科治療、その際輸⾎を受け、「これで私の体の中に⽇本⼈の⾎が流れるこ
とになりました」と発言し賞賛を浴びた

 売⾎による輸⾎でウイルス性肝炎に罹り，肝硬変になってしまう

昭和40年 精神衛生法改正昭和40年 精神衛生法改正

輸血用血液の
売血廃止

輸血用血液の
売血廃止

Wikipedia





昭和39年の世論

朝日新聞 昭和39年3月25日朝日新聞 昭和39年3月25日

⾃⺠党は「異常者施設増強の⽅針」を決議
池田首相が衆議院で精神衛生法改正を約束
警察庁は「警護強化委員会」設置
警視庁は「ライシャワー大使事件調査委委員
会」設置

警視庁は「精薄者リスト」の作成を発表
警察庁は各都道府県の県警に「精神障害者リ
スト」の作成を指令

池⽥総理は精神病者を発⾒した医師に都道府
県知事への届け出の義務と警察介入の強化を
含めた精神衛生法の緊急改正を指示

精神障害者への治安対策を盛り込んだ精神衛
生法改正案が政府内で検討される

集団ヒステリー状態集団ヒステリー状態

昭和40年 精神衛生法改正昭和40年 精神衛生法改正



明治時代 相馬事件明治時代 相馬事件

昭和39年
ライシャワー事件

平成13年
附属池田小事件
平成13年
附属池田小事件

医療観察法医療観察法

平成15年



精神通院公費制度のきっかけは、ライシャワー事件

精神障害は、治療の必要性についての理解が⼗分でないことや、社会
的活動性の低下等により、⾃ら進んで適切な受診をすることが困難で
ある場合がある

精神障害者は、疾病のために就労ができない等、経済的に困難な状態
にある者があり、このような障害者の適切な受診を促す

精神障害は、継続的に適正な医療が⾏われないと、症状が増悪するこ
とがある

在宅の精神障害者が適切な外来医療を受けられる体制を整備すること
により、精神障害者の社会復帰を促進する

根拠に基づいた適正な医療を普及させる。等がある

精神通院公費制度の意義精神通院公費制度の意義 厚⽣労働省の社会援護局障害保健福祉部精神保健福祉課

精神障害者が精神科に受診しやすいようにすること精神障害者が精神科に受診しやすいようにすること



現在の⾃⽴⽀援医療（精神通院医療）の概要

実施主体は、都道府県・指定都市

平成18年度（旧制度は昭和40年度創設）

精神通院医療の範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して
⽣じた病態に対して、病院⼜は診療所
に⼊院しないで⾏われる医療（通院医療）

症状が殆ど消失している患者であって
も、軽快状態を維持し、再発を予防す
るためになお通院治療を続ける必要が
ある場合も対象となる

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他
の精神疾患（てんかんを含む。）を有する者で、通院による精神医療を継続的に要す
る病状にある者に対し、その通院医療に係る⾃⽴⽀援医療費の⽀給を⾏うもの

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他
の精神疾患（てんかんを含む。）を有する者で、通院による精神医療を継続的に要す
る病状にある者に対し、その通院医療に係る⾃⽴⽀援医療費の⽀給を⾏うもの

(1)病状性を含む器質性精神障害（F0）

(2)精神作⽤物質使⽤による精神及び⾏動の障害(F1)

(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

(4)気分障害(F3)

(5)てんかん(G40)

(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)

(7)⽣理的障害及び⾝体的要因に関連した⾏動症候群(F5)

(8)成⼈の⼈格及び⾏動の障害(F6)

(9)精神遅滞(F7)

(10)⼼理的発達の障害(F8)

(11)⼩児期及び⻘年期に通常発症する⾏動及び情緒の障害(F9)

※(1)～(5)は高額治療継続者
「重度かつ継続」の対象疾患
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まとめ

昭和39年、ライシャワー事件

昭和40年、精神衛生法の改正
緊急措置⼊院制度が新設
通院医療費公費負担制度創設（昭和41年開始）

平成13年、附属池⽥⼩学校事件
平成15年、医療観察法制定

平成18年、障害者⾃⽴⽀援法
⾃⽴⽀援医療 (精神通院医療)

平成25年、現⾏の障害者総合⽀援法
⾃⽴⽀援医療 (精神通院医療)

精神科に関わる⼤きな事件で精神科医療がかわる精神科に関わる⼤きな事件で精神科医療がかわる

通院医療費公費負担制度とライシャワー事件

ライシャワー事件
によって世論が精
神障害者に対して
偏⾒を持ちました
これにより、精神
科の病床数が大幅
に増加したのです

ライシャワー事件
によって世論が精
神障害者に対して
偏⾒を持ちました
これにより、精神
科の病床数が大幅
に増加したのです


